
第１

第２

第３

第４

第５

第６

議案第６５号 南あわじ市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一
部を改正する条例制定について

議案第６６号 南あわじ市立学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例
制定について

第７ 議案第６７号 南あわじ市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適
用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例制定について

第８ 議案第６４号 令和３年度南あわじ市一般会計補正予算（第４号）

第９

議案第６８号 兵庫県市町交通災害共済組合規約の一部変更について

議案第６９号 過疎地域持続的発展計画の策定について

議案第７１号 兵庫県市町交通災害共済組合の解散について

議案第７２号 兵庫県市町交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について

第１０

議案第７０号 （普）堀岸川護岸整備工事（第１期）請負変更契約の締結につい
て

議案第７３号 損害賠償額の決定及び和解について

会期の決定

諸般の報告

行政報告

委員会調査報告

議案第６５号、議案第６６号（２件一括上程）

議案第６８号、議案第６９号、議案第７１号、議案第７２号（４件一括上程）

議案第７０号、議案第７３号（２件一括上程）

第１０５回南あわじ市議会定例会議事日程（第１号）

令和３年８月３０日（月）午前１０時開議

会議録署名議員の指名



第１１

認 定 第 １ 号 令和２年度南あわじ市一般会計決算の認定について

認 定 第 ２ 号 令和２年度南あわじ市国民健康保険特別会計決算の認定について

認 定 第 ３ 号 令和２年度南あわじ市後期高齢者医療特別会計決算の認定につい
て

認 定 第 ４ 号 令和２年度南あわじ市介護保険特別会計決算の認定について

認 定 第 ５ 号 令和２年度南あわじ市土地開発事業特別会計決算の認定について

認 定 第 ６ 号 令和２年度南あわじ市産業廃棄物最終処分事業特別会計決算の認
定について

認 定 第 ７ 号 令和２年度南あわじ市国民宿舎事業特別会計決算の認定について

認 定 第 ８ 号 令和２年度南あわじ市広田財産区特別会計決算の認定について

認 定 第 ９ 号 令和２年度南あわじ市福良財産区特別会計決算の認定について

認定第１０号 令和２年度南あわじ市北阿万財産区特別会計決算の認定について

認定第１１号 令和２年度南あわじ市沼島財産区特別会計決算の認定について

認定第１２号 令和２年度南あわじ市下水道事業会計決算の認定について

第１２

同 意 第 ７ 号 南あわじ市広田財産区管理会委員の選任につき同意を求めること
について

同 意 第 ８ 号 洲本市・南あわじ市山林事務組合議会議員の選任につき同意を求
めることについて

同意第７号、同意第８号（２件一括上程）

認定第１号～認定第１２号（１２件一括上程）



1 安全祈願祭

(1)

(2)

(3) 議長、産業厚生常任委員

2 淡路広域団体議会議員協議会

(1)

(2)

(3) 正副議長、総務文教常任委員長

3 第２回淡路地域正副議長会定例会

(1)

(2)

(3) 正副議長

期 間 令 和 3 年 8 月 13 日

派遣議員

派遣議員

令 和 3 年 8 月 3 日期 間

派遣場所 淡路広域消防事務組合消防本部庁舎

派遣議員

令 和 3 年 8 月 13 日期 間

定 例 会

　　第１０４回臨時会より本日までの地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１６２
　条の規定による議員派遣について、次のとおり報告します。

淡路広域消防事務組合消防本部庁舎派遣場所

南あわじ市桜花の郷１番地派遣場所

議　 員 　派　 遣　 報　 告　 書

令和３年８月３０日



定 例 会

　（令和３年度）

7 月 16 日

20 日

21 日

28 日

29 日

〃

〃

8 月 3 日

5 日

13 日

〃

15 日

17 日

〃

総務文教常任委員会視察研修（議長、
総務文教常任委員出席）

淡路議会議員研修会（全議員出席）

淡路人形座、福良地区公
民館

全国過疎地域連盟兵庫県支部総会（議
長出席）

兵庫県土地改良会館

議員協議会 議員協議会室、議場

　　　第１０４回臨時会を令和３年７月１６日に閉会しましたが、その後の議会及び議長の
　　活動状況について次のとおり報告いたします。

議　　　　長　　　　報　　　　告

委員会室

令和３年８月３０日

淡路政経懇話会７月例会（副議長出
席）

洲本商工会議所会館

湊地区公民館

議会広報広聴常任委員会

やまなみ苑洲本市・南あわじ市衛生事務組合決算
審査

淡路広域団体議会議員協議会（正副議
長、総務文教常任委員長出席）

淡路広域消防事務組合消
防本部庁舎

第２回淡路地域正副議長会定例会（正
副議長出席）

淡路広域消防事務組合消
防本部庁舎

安全祈願祭（議長、産業厚生常任委員
出席）

南あわじ市桜花の郷１番
地

第７回南あわじ市子ども議会（全議員
出席）

議場

戦没学徒追悼献花式（副議長出席） 若人の広場公園

第３回南あわじ市・洲本市小中学校組
合議会臨時会

第２回兵庫県後期高齢者医療広域連合
議会定例会

三宮センタープラザ

議場



18 日

23 日

25 日

26 日

議会広報広聴常任委員会 委員会室

議会運営委員会 委員会室

第３回淡路広域団体議会定例会 淡路広域消防事務組合消
防本部議場

産業厚生常任委員会 委員会室



令和３年８月３０日

市 長 守 本 憲 弘

副 市 長 馬 部 総 一 郎

教 育 長 浅 井 伸 行

総 務 企 画 部 長 兼 総 務 企 画 部
総 務 課 長 兼 総 務 課 秘 書 室 長

木 田 博 仁

総 務 企 画 部 付 部 長
（ 企 画 担 当 ） 兼
市 長 特 別 補 佐

勝 見 哲

危 機 管 理 部 長
兼 市 長 特 別 補 佐

喜 田 憲 和

市 民 福 祉 部 長 　 西 庄 登

産 業 建 設 部 長
（ 総 合 調 整 担 当 ）

和 田 昌 治

産 業 建 設 部 付 部 長
（商工観光・水産 ・教育連携担当）
兼 市 長 特 別 補 佐

川 上 洋 介

教 育 委 員 会 教 育 次 長
（学ぶ楽しさ日本一推進調整担当）

仲 山 和 史

市 民 福 祉 部 副 部 長
（ 福 祉 ・ 新 型 コ ロ ナ
ワ ク チ ン 接 種 担 当 ）

齋 藤 浩 二

市 民 福 祉 部 副 部 長
（ 子 育 て の 喜 び が 見 え る
ま ち づ く り 推 進 調 整 担 当 ）
兼子育てゆめるん課長兼児童館長

前 田 秀 美

市 民 福 祉 部 副 部 長
（ 環 境 施 設 整 備 推 進 担 当 ）

廣 内 繁 一

産 業 建 設 部 副 部 長
（ 建設 ・ 下 水道整備見直 し担当 ）

倉 本 雅 文

教 育 委 員 会 教 育 次 長 補
兼 学 校 教 育 課 長
（ 学 校 教 育 指 導 主 事 ）

大 住 武 義

会 計 管 理 者 兼 会 計 課 長 河 井 達 雄

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席する者の職氏名



南あ わじ市議会

議長　長　船　吉　博　様

令和 ３年 ８１ ３０日

総務ウこ教常任委員会

委員長　小　島

委員 会調 ま報 ７１．

１二１ 書

言
匹言上．Ｊ

第９ ８回南あわじ市議会ａｌ考台において総務文教常任委員の自任が？ｉわれてぶ後、

開催 された所管事務鶚をの経ａｊ：び結１１ を会議規ｍ第 １０ ８条の規定に より 、ＳＩＪ篆の

とお り報告いたし ます。



調　　査 概　　要

１　 調を事件

（１ ）市の総合的を画．調整について

（２ ）行財政計画について

（３ ）市有財産の維持管！Ｒと財ｔの確保について

（４ ）情報化の推まについて

（５ ）離島振Ｒが策について

（６ ）［蓼際交流及び友好市むの調査について

（７ ）人権施策について

（８ ）ｍ防・ 防び１が策の推まについて

（９ ）教育の充実、文化・ スポーツの振Ｓと 関ｇ施ａのを備について

（１ ０） 青夕年のＳを育成について

（１ １） Ｓ挙管ＪＩ委員会、ｔを委員、 固定資産評価審ま委員会に関すること

２　 調をの経過

令和 ２年 １１ １１ ９日 、第 ９８ 回南あわ じ市議会臨時会において総務文教常任委員

の選任が訝われ、 ぷ後、４ 回にわた り委員会を開催し、所管事務調まを行っ た。

所管事務調査について は、 新型 コロ ナウ イルス感染防止筒策と して、説回員ができ

るだけ密接になら ない よう 、総務部 Ｐ９ と文教部門に分け て２ 部執で所管事務調をを行

い、 机上にパーテーシ ョンを設置し感染防止 に努めた。ま た、 「よ り深い議論」 を目的

として、 １１ ２７ 日の所管事務調をより 質問の事前Ｓ告顫をな り入れ議論を深めたｏ

また、Ｍ係回体と の意え交換や調を事項について現状を把握するた め、 管内調まを

実施 した。

（１ ）所管本務調まのため回ま した委員会

令和 ３年 １Ｊ１２　７日 、２ ｊ　１　５日 、４ １２ １日 、５ Ｊｊ １３日

（２ ）管Ｆ大１調ま

令私３年 ７１ ２９日

○淡路人形ま との意見交換会

３　 調査の結果

（１ ）市の総合的企画、調きについて



高速バスについて、淡路島の高速道路上を経 ロヨ し回国に哂く バス路線のＦヵ９ 、淡路

あＦ大ｌ で停車する便数が夕ない。 県域をＳえる とい うＷ甌はある が、 Ｓ国、と りわけ

徳氛は、 市Ｒの生き圈域と してはまＳな部分であるので、 市内で停車をする高丿束バ

スの増便 を市の独 白のａＳ として位置イ才け、実現に努めて欲 しい との意Ｒがあ りま

した。

また 、デジタ ル防災ｆｉ攻無線の手続き について 、現在、 転入者等は本庁舎 １階の

総合窓口 セン ターでをＳｌ 申請ｎ考 にチ ェッ クシート をＳ布さ れ、 デジタル防匹艱無

線のほ置を希望したＳ合、 ３階のた機管１１課で手続きと なる 。災害嶌に大リＪ な情報

を得るも のなので、希ｔχ＿。ても らいやすいよ うに 、１ 階のｔ口 でワ ンス トッ プで手

続き ができる よう 検討 していただき たい との意夕１が あり ました。

また、自 治体連携について 、χ在、 淡Ｍ ａ３ 市では、 淡路ぷ域行政事務組合、淡

路ま域消防事務祖合、 淡Ｍ水域水道を業回のそれぞれに議会がある が、 他府県では

１つのま域事務祖合にまと めて いる とこ ろも ある ので、淡路極において も１ つに集

めし、事務局などの統合効率化 と議員定数を増やすな どの議会機能の・イヒを回 るこ

とは十分・Ｉ能だと思 うので、 ｉＦ究、 検討していただき たい との意見があ りま した。

また、新・疎らについて、 Ｊ件の見直しがあ り｜日西淡ｔ域と ｜日 南淡ｔｌ域が認定を

１け た。 ａ疎 と真ｉＥＳか ち嘔、］き合 い、 麑域の自性化を日 ｍし取り 組んで行 くこ とが

ほＳにな って くる。地域と 連携 し住民のＳＭ実祖に氈け動いて いた だき たい との意

見があり ました。

（２ ）市有財産のＳＩを管Ｓと財源の確１１１について

学校施籏の改修について、 財Ｓが一番のネッ クで、大規模改まに台わせて実施し

た方がよい工事も ある のは分かるが、定期、な検で危険と 牛ＩＵＦ された翫所については

子供達の安全を守るう えで、応急処置は しっ かり とやっていただき たい。ぬＲ館の

ｉま修について、 鹿物の耐震化、耐９年数、 傷み具合などを考え改イぼ して とのことだ

が、 計画的に改修をしてほ しい。ぬＪｔ；施鼈の トイ レについて、 生？き様式が変わ り家

庭では和式便器か ら洋式便器に変わって きている。ぬＪｉ施鼈について も、 トイ レの

洋式化を進めていってほしいと の意見があり ました。

（３ ）離島縦興が策について

離島振興について 、祖在の離島振興計画は令皋］ ４年まで の１ ０年計画 とな ってい

る。 沼島住Ｒが夕 しでも幸せに暮らせる魅力ある まちづく り、 ほ力ある鉐づくりを

していく ために、 次喬計回の策定に『白』けては、覽え住民の意見を十分聞き入れたな

かで政策にほかしていくよ うに していただきたいとの意えがあ りま した。

（４）人権施策について

ジェ ンダーの平等、１女間の格差、 差ＳＩ」 について は、 様が な問Ｓがある とい うこ

とを学校教育や社会教育の中でも鶯えていく とい うこ とを今後のＷａと して しっか

り位置付けていただきたいとの意見があ りま した。



（５ ）消防・ 防災が策の推ａについて

避難所について、 大規模Ｘ害が・生 した場台は体育おなどがＳ難所にな るが ２０

２０ 年に製まが中止になった水銀かをそ用している体育館があ る。　ＬＥ ＤはｌａＭ代

を節約でき、獸ｔ調整やオンオフの操作性な どｊＳ難所生きも改善されるこ とか ら、

でき るだけぢｔ急にＬ ＥＤイヒをまめて欲しいと の意見があり ました。 また、コ ロナ前

は４ ７か所のａ難所で ９， ００ ０大のｊｌ難者を収容予定であったが、 コロ ナ祖で感

染防止旆策を とる と４ ，６ ００ 大の鴕骼に変叉になっ た。 万が一の麑には市の施ａ

ａタ１ヽ の協力をお願いしてい るが 、南海ト ラフ 巨大加震の最大想定ｊａ難人数が９ ，０

０　０大のため、 協力施設での収容人数を確定させ、 でき るだけ笏－く ９， ００ ０人が

き難所にな容でき るよ うに確保をしてほ しい との意見があ りま した。

新型 コロ ナウ イルス感染症の発生状況について、 洲本９康福祉事務所管 Ｆメ９と して

の情報しかｉ ないため 、市内の素生状況がおから ない。そのた め、 うわ さＳ として

しか伝わ らない状Ｒは、きに市民に荐安を与えている よう にぶわれる。 心機管１１上

から も個人のプライバシーには葹然Ｅ盧 しなけれぱな らないが、市Ｆメ９での情報は、

ある 程度■してほ しい との意見があ りま した。

（６ ）教育の充実 ・ヌ：イヒ、 スポーツの振Ｓと 回４ＳＳａのを備について

学校擶食について、市は子育て にや さしいま ちを うた って、Ｅ療費のきｍ化 をし

ているので、 給食費についても、無償化や補助等を拡充し経済白４］なｔ自ｉも アピールし

てい くべきではないか との意見があ りま した。

また、芻登校児童、生徒について、 小学校で １０ 人前後、 中学校では２ ０～ ３０

人程度の不を校生がい る。 これまで も、 家庭 とのま携を密にする、 スク ールガウン

セラ ーな どの活用 、タ ブレ ット の活用な どの取り 組み をしてき たと 、Ｓ うが、ま だま

だ改善できる たも ある と１１う ので、しっか りと 取り 祖んでいただき、 子ど もたちが

自分の将来に ［ａ］かって前［；ｉ］き に取 り祖める 環境をつ くっ ていただきた いと の意見が

あり ました。

また、デジタル教科書について、教える側が効ＪＲ的にａＪＩ できない とメ リッ トが

デメ リッ トになる 鳫「能性があ り、 受ける側にも差がｌて きてデジタルイヒの意安が薄

れて しま う。 授業の在 り方を大きく 変える鳫氈性があ るの で、 先生の能力の統一化、

平準化に配慮 しながらのデジタ ル教科書の導入をお願いしたい との意見があ りまし

た。

また、淡路人形座について、組織攻革に努めているが、座員はプロ のｊな術集回で

ある ので、今 までｊｊ りの こと をしてい くの も大事である が、 どう いう こと が今の時

代に受け入れ られるかなどの工夫を し、 思い回Ｊ つた改革をして欲 しい。ま た、 新た

に市から職員がお造さ れ、 座員 も期待感を持って頑張っている。座員が安む し、人

形座も経営が続けていける よう にして欲しい との意見があ りま した。



南あわじ市議会

議長　長　船　吉　博　様

令和 ３年 ８１ ３０日

ｔ業厚生常任委員会

委員長　 印　 部　久

委員会調を報告書

罔
言
言

第９ ８回南あわじ市議会Ｓ時会において産業厚生常任委員のき任がむわれてな後、

開催 された所喩毎務調をの経ｊａｘび結果を会議規則第１ ０８ 条の規定によ り、 ５３ １』紙の

とお り報告いたし ます。

示＼
言白子



調　　査

１　 調を事件

（１ ）税の賦ａ徴収について

（２ ）生ｇ環境のを備椎ｊ５について

（３ ）福祉が策について

（４ ）介護４険と 高齢化社会筧策について

（５ ）覧療体制とせ康づく りの推進について

（６ ）商工業・び観光の振Ｒについて

（７ ）農業振興の推１１に鯱）いて

（８ ）水産振興の推進について

（９ ）都市ま備事業の推まについて

（１ ０） 下水道事業の推１ヨについて

（１ １） 農業委員会に関すること

概　要

２　 調査の経過

令加 ２年 １１ １１ ９日 、第 ９８ 回南あわ じ市議会臨嶌会において産業厚生常任娶員

のき任が行われ、 ａ後、６ 回にわた り委員会を開催し、所管事務澗まを行っ た。

また、調を事爆についてｍ状をだ握するため行っていた、 先ま的な り組みを行って

いる 自治体へのｌ 夕１ヽ調をは、新型コ ロナ ウイ ルス感染拡大防止のた め、 今年 も自 粛し

たｏ

（１ ）所管事務躙まのため回催した委員会

令和 ３年 １ｊ ２６ 日、 ２ｙｘ１ ６日 、４ １２ ３日 、５ Ｊ１ １４ 日、 ７ｊ　１　４　日

８ｙｘ２ ６日

３　 Ｓをの結果

（１ ）税の賦Ｓ徴なについて

新ま コロ ナウ イルス感染症のが嚮に よる 市民の経済状況がむＳであ る。 納税がｍ

難な方に対する納税猶予ｔ回旋のほ万状況、 令１０２ 年度の市税のＲｉムみ額、 滞齏状況

をみ るな ど、 市民の所得状況の把握に努 め、 必要 なと ころ に支援が Ｊａ；く よう 、支援

策の検討に取 り組んでいただき たい との意見があ りま した。

（２ ）生活環境のＳ備推ｊ１１について

産業廃棄物Ｍ珊１場については、ｊｌ状の受け入れまで推移すると 、あ と２年半で満

杯に なる 。産業廃棄物の・ け入れが ■来なく なる と、 Ｘ業界を はじ めと する ｔ４ま



業に大き なぞ響を もた らす こと が想定さ れる 。喫緊の鶚Ｘであ るた め、 検討委員会

をなち上げ、 タイ ムス ケジ４－ルをたて、解決策を検討していっていただき たいと

の意見が あり まし た。

マイ ナンバーカー ドの普八について、マイナンバーカードの市Ｒのな得串が ３　０．

２％ とゆ］上 して いる が、 コン ビニタ付の際の手数料割り ｜や身分証ｒリ１ 縦や保険証とし

て使える 等ｉ メリ ット をしっか り説明して、 さら なる取得率の ［ち］上に励んでいただ

きたいと の意見が あり まし た。

（３ ）福祉が策について

生Ｗ亟氈者の コロ ナ筒策につい て、 生ａｔｉ護に該肖 しない力で、 実際 コロ ナ禍の

影響で生き苦にある力もいる。 そのよう な方憾ｔ口に来られた時は、丁寧に覧き取

りを行い、救済につながる よう 相談・支援していただきたいと の意見があり ました。

福祉見守 り支援対策４の支援額について 、非ｊＥ規労働者やパート 勤務者の 中に は、

コロ ナ祖の影響で職を失い、補助も 受け られなく て、 生ａｌ窮者に なっ た人がでて

きている ので、支援が必Ｘな人に支援が届く よう なり 組んでいただきたいと の意ｊｌ

があ りま した。

福祉関係嵬策では、国 の方針も 変更 され、サービス内容も 変わって きて いる ので、

いかにそれを市民に周知してい くかがますます重要になっ てき てい る。 市民への周

タｌ］の ため、福祉サービスのパン フレ ット 作成に取 り祖んでいただき たい との意見が

あり ました。

（４ ）Ｋ療体制と健康づく りの推ＩＩについて

Ｆぐるみ健診について、予定丿自り 実施 されると のこ とだが、 市民が安むして健診

でき るよ う、 ３密 を蜃ける など、新型コ ロナ ウイ ルス感染筒策 を徹たし たう えで実

施していただきたいと いう 意見があ りま した。

新型コロ ナウイルス感染者の発表については、保４所管内単位で発表されている

が、 どの市でＲ圭したか分かったほ うが、それを笥いた市民の人も行動 しやすくな

るの で、 市単位で叉生状竄が分かる よう に、 発表方忸の改善を県へ要望 して いただ

きたいと の意見が あり まし た。

県では、 濃厚接加者だけで なく 無症状者について もＰ ＣＲ検まが行われてい るｏ

また、検査対象がＭＥ婦にも拡大されているので、妊婦にもそ ういった制度があるこ

とを周知 して いただき たい との意見があ りま した。

新型 コロ ナウ イルスめ ワク チン接ミについて は、 関心の商い語呂と なっ てお り、

市内 のワ クチ ン接種が スムーズにい くよ う１ １か ら８ １にかけ て、 その 時ガ に、想

定される課題について、次のよ うな様が な意えがあり ました。

新型 コロ ナウ イルスの ワク チン接種について 、祖織体加』 、拠点病院の鼈置、アナ

フイ ラキシーショ ツク 噂髱イヤ用への対ホ体鵯、 フアイザー社製のワク チンの輸を方

法や保管方法、接ミ回数や接種順、 接種料金の有無、 集回接種の方法、 嵬礎疾患の

ある人への対応、 医師会と の協力体制についてな どに考慮 し、 万全の体制を整え、

ワク チン接種を実施していただきたいと の意見かおり ました。



かか りつけＥ等、 その方の既往ｔをタロ つている人に ワク チン接種の際の默診をし

ていだけ るよ う、 個５ｊｌ」病院でのワ クチ ン接種を検討 していただき たい との意見があ

りま した。

新型コロ ナウイルスのＳＳ リス クから考えて、高齢者施敢、保育所々学氤保育等

で働 く人など 、ｔ染リ スク の高い職場で働く 人が 、Ｊｉ！ くワ クチ ン接種できる よう、

優先順位を上げていただき たい との意見があ りま したｏ

ワ・クチ ン接ａの 際、 交ｊＢ手段の確４来が難しい人には、タ クシー等で送迎する力法

を検討していただきたい。 また、タ クシー１ミ｜ＪＪ１１ について、接種予約の際に案肖ｌでき

るよ うな り祖んでいただきたいとの意見があ りま した。

新型 コロ ナウ イルスワ クチ ン接種の ゆし ｉきみについては 、イ ンタ ーネ ット 等で予

約するのがど うしても ｉ難な人 もい るし、他の自 治体では受イ才が集中 して なかなか

電話がつなが らな いと いっ たこ とも 回く 。受付方まを工夫 した り、 電Ｍ回線を増鼈

する など、市民がスム ーズにワ クチ ン接種の予約でき るよ う実施していただきたい

との意ｊｌが あり まし た。

自宅療養者で容態が急変してｔくなった人もいる と回 く。 パルスオキシメーター

のＥイ才など、自 宅療養者のサポー ト体制のＳ化 を、 県にＳく Ｒ望 していただき たい

とい う意ｊｌ があ りま した。

（５ ）商工業まび観光の振Ｓについて

ゴールデ ンウ ィー ク中 の対ぶについて、 緊急事Ｓ宣言 も視野に入れ、協議さ れて

いる と回 くが 、遮ｆ木 もきづいてき てい るの で、 ぶ連な判 ｇと 市Ｒへの わか りやすい

周力１をお願いしたいとの意見があ りま した。

今年もゴールデンウィ ーク等繁忙期にコ ロナ ウイ ルスの影響でＭ鎖せざるを得な

い施設が多く ・生 した。国 の雇 Ｊ≡目調整助成金等の ｔｈｌへ度については 、‾ｉＥ規職員だけで

なく 、襄を規職員についても助成できる仕組みになっている。 そのよう な申請事務

にフＦ慣れな事業所も ある。商工会等をａじ、制度Ｊ７１ 知を徹底 し、 きめ細やかにサポ

ート していただき たい との意ｊｌが あり まし た。

コロ ナ・で大ｔな ＭＩ いを している 宿？白観光施設等のｍ定喩を者の経営状況につい

て、 早悩、に経営状態を把握したう えで、施Ｒ管ミを続けてい くために、現状に応じ

た支援を検討 していく べき であ ると の意見があり ました。

（６ ）農業振興の推進について

有害烏ほが策については、 殺Ｍ分等の実績も上がってきている。また、 新たな大

規模有害鳥獣の捕獲鼈備の鼈置 も現在検討さ れて いる と聞 くが 。こ の問Ｓで重黶な

のはきＭ分きの処理ま でき っち りと 考え るこ とな ので、殺Ｍ分力法がお ろそかにな

り周ｇか らク レームが けｊ るこ とが ない よう 、しっか り計画を立て、検討していって

いた だき たい との意見があ りま した。

また、捕獲した有害鳥獣を最終Ｍ分する 方ｉ宍は、難 しいＷ甌であ るこ とは認識し

ているが、全国でいろいろ取り 組まれているので、南あわ じ市にあった方法をしっ

かり とき択していただきたいと の意見が あり まし た。



諭鶴がロＪＴｒ｛への林道はまだ、 舗装されていないとこ ろがある。最ｊｔ、観光客が多

くな って きている ので、車が対自］ でき るス ペースや舗装の整備につい て、 なり 祖ん

でいっていただき たい との意見があ りま した。

バイ オマ ス施籏の排水から水質ＪＩ準を超え る値が検■さ れ、 バイ オマ ス縦Ｒが停

止されている。ＥＥねぎの収穫シーズンを迎えており 、こ のままバイオマス施設が停

止さ れたまま だと 、ぶ法投棄等 もむＳさ れる。バイオマス施亶觜稼働のため、水質

改善にを力で取り 祖むよう をく ままする との意見があ りま した。

（７ ）水産振Ｓの推１１について

水素業については、漁価が大幅に下落し、漁業従事者にと って厳しい状況が続い

ている。 漁業者の救済策と して、事業持続化給付金のほかに、 漁業従事者の実情に

合っ た、 財政的支援策をれちｉ していただき たい との意見があ りま した。

（８ ）都市Ｓ備事業の推まについて

ｇＪ ＩＩ の浚渫工事については、計画的 に範回を決めてや られてい ると は、９１ うが、草

木が生い茂っている状態で放置されていると見えると ころ もあ るｏ 河Ｊ ＩＩ 浚渫工事の

範回をも っとぷめてやっていただきたい とい う１５ＺＪ住民の声を、県へ粘 りＳく届け

ていただきたいと の意見があり ました。

きわブａ険さ き家翫を莓業ま援事隻について 、牝険をき家があ るこ とに よっ て、 ｊｊ

学する児童・ 生徒をは じめ市Ｒに危険がおよぶ場合もあり 、市Ｒの関心も高い。危

険をき家を撤去するには、 ４間もかかる こと は承加しているが、撤去されないと イｉｌ

もしてヽいないよ うに とら えられる こと もあ るの で、 市民に安む感を与えられる よう、

案件ごと のま捗状況や市のおり 組み等を丁寧にａｌｌ していただきたいとの意見があ

りま した。

（９ ）下水道事業の推ｉｌｉについて

下水道事業につい て、 下水道施鼈のＭミ区が変１１に なっ た竟減でｔＲＳｌｊのｍｌｙ１会

では、合併浄イ匕槽と ぬＪち下水道 との加入の費１］ Ｊ；ヒ較等、 市Ｒが回 きた いこ とを しっ

かり と説１１１１ でき るよ うな体制で実加ｉ していただき たい との意えがあ りま した。

また 、こ れま では、ｔ朽化 した水道管や道路整備を下水道の管渠と 併せて整備す

るこ とに なっ ていたた め、 整備時期 を調整していたｊｌ減 もあ るｏ 下水道施鼈のＭ１１

ぼ変ｊｌ によ ｙできな くなった工事等については、加減の意見をよ く鶚いて対応し

ていただきたいと の意見があり ましたｏ
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